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文 教 児 童 委 員 会 資 料 

令和３年４月 15 日・16 日 

教 育 委 員 会 事 務 局 

学 校 配 置 調 整 担 当 課 

通学区域の一部変更について 

上板橋第二中学校の改築工事は令和４年３月中の完了を予定しており、完成後は新校舎（所在地：向

原三丁目１番 12 号）に移転する。これに伴い、下記のとおり上板橋第二中学校の通学区域の一部を桜

川中学校の通学区域に変更する。 

 

１ 案件名 

「東京都板橋区立小学校及び中学校の就学指定等に関する規則の一部を改正する規則」 

 

２ 改正内容 

上板橋第二中学校の通学区域のうち、環状七号線以北の区域（小茂根三丁目１番から６番・10番

から 17番、小茂根四丁目、小茂根五丁目１番から７番）を桜川中学校の通学区域に変更する。 

※裏面【参考】に通学区域図を記載 

学校名   現在   変更後 

上板橋第二 

中学校 

大谷口北町６番から８番まで・16番から43番ま

で・49番から90番まで、大谷口上町29番から35

番まで・42番から91番まで、小茂根一丁目、小

茂根二丁目、小茂根三丁目１番から６番まで・10

番から17番まで、小茂根四丁目、小茂根五丁目１

番から７番まで、大谷口一丁目、大谷口二丁目、

向原一丁目、向原二丁目、向原三丁目 

大谷口北町６番から８番まで・16番から43番ま

で・49番から90番まで、大谷口上町29番から35

番まで・42番から91番まで、小茂根一丁目、小

茂根二丁目、大谷口一丁目、大谷口二丁目、向

原一丁目、向原二丁目、向原三丁目 

桜川中学校 桜川一丁目、桜川二丁目、桜川三丁目、上板橋

一丁目 18番から 27番まで、上板橋二丁目、東

新町一丁目 21番から 53番まで、東新町二丁

目、小茂根三丁目７番から９番まで、小茂根五丁

目８番から 19番まで、東山町 34番・51番 52番 

桜川一丁目、桜川二丁目、桜川三丁目、上板橋

一丁目 18番から 27番まで、上板橋二丁目、東

新町一丁目 21番から 53番まで、東新町二丁

目、小茂根三丁目、小茂根四丁目、小茂根五丁

目、東山町 34番・51番 52番 

 

３ 改正理由 

 上板橋第二中学校の新校舎への移転により、環状七号線以北の区域からの通学距離が遠くな

るため 

 環状七号線以北の区域の町会（茂呂町会、小茂根三丁目町会）は、桜川支部に所属しており、

通学区域と町会・支部との境界線を一致させ、青少年健全育成事業などへの参加や中学校と

町会・支部との区分けを明確にする 

上記二点を理由として、平成 29年１月に上板橋第二中・向原中 統合準備委員会が決定した通

学区域変更の検討の結果に基づき変更を行う。 

 

４ 施行年月日 

令和３年８月１日 



桜川一丁目　桜川二丁目　桜川三丁目　上板橋一丁目18番から27番まで　上板橋二丁目　東
新町一丁目21番から53番まで　東新町二丁目　小茂根三丁目　小茂根四丁目　小茂根五
丁目　東山町34番・51番・52番

上板橋第二中学校

大谷口北町6番から8番まで・16番から43番まで・49番から90番まで　大谷口上町29番から35番
まで・42番から91番まで　小茂根一丁目　小茂根二丁目
大谷口一丁目　大谷口二丁目　向原一丁目　向原二丁目　向原三丁目

上板橋第二中学校
大谷口北町6番から8番まで・16番から43番まで・49番から90番まで　大谷口上町29番から35番
まで・42番から91番まで　小茂根一丁目　小茂根二丁目　小茂根三丁目1番から6番まで・
10番から17番まで　小茂根四丁目　小茂根五丁目1番から7番まで
大谷口一丁目　大谷口二丁目　向原一丁目　向原二丁目　向原三丁目

桜川中学校
桜川一丁目　桜川二丁目　桜川三丁目　上板橋一丁目18番から27番まで　上板橋二丁目　東
新町一丁目21番から53番まで　東新町二丁目　小茂根三丁目7番から9番まで　小茂根五
丁目8番から19番まで　東山町34番・51番・52番

桜川中学校

桜川中学校

上板橋第二中学校

桜川中学校

上板橋第二中学校 新校舎

移 転

桜川中学校へ

変更前の通学区域 変更後の通学区域【参考】
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